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１ 公売の概要 

 (1) 公売方法   期日入札 

 (2) 公売財産   売却財産一覧表のとおり 

 (3) 公売日   令和７年２月５日（水） 

 (4) 公売の場所  鹿児島市山下町１１番１号 

          鹿児島市役所 別館３階 ３００会議室 

 (5) 入札受付    午前 ９時３０分から午前１０時２０分 

 (6) 公売保証金の納付   午前１０時２０分まで 

 (7) 入札説明    午前１０時２０分から午前１０時３０分 

 (8) 入札開始   午前１０時３０分 

 (9) 入札締切   午前１０時４０分 

 (10) 開札   午前１０時４１分 

 (11) 売却決定の日時  令和７年２月１８日（火） 午前１０時００分（※） 

    及び場所   鹿児島市山下町１１番１号 

           鹿児島市総務局税務部特別滞納整理課（別館２階） 

 (12) 買受代金納付期限  令和７年２月１８日（火） 午後 ２時００分（※） 

 (13) ホームページ  https://www.city.kagoshima.lg.jp/  

 (14) 担当課   〒８９２－８６７７ 

    鹿児島市山下町１１番１号 

                       鹿児島市総務局税務部特別滞納整理課 

                       電話（０９９）２１６－１１９５ 

 

※売却決定の日時時点で、買受人が暴力団員等でないことが明らかでない場合は、そのことが 

明らかになった日を売却決定の日、その翌開庁日の午後２時を買受代金納付期限とします。 

 なお、国税徴収法第１０６条の２（調査の嘱託）の規定による調査について、公売公告に記 

載された売却決定の日までにその結果が明らかでないときは、売却決定の日時及び買受代金の

納付期限が変更されることがあります。 
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２ 売却財産一覧表 

売却 

区分 

番号 

見積価額 財産 

種別 

財産所在地 消費税 ページ 

番号 

１ ３，４３２，０００円 土地付 

建物 

鹿児島市大明丘二丁目 

２３番１号 

（住居表示） 

混在財産 ９～15 

 (1) 財産所在地は、土地のみの場合は登記簿上の表示で、土地付建物は住居表示です。 

 (2) 消費税法別表第一（第６条関係）に掲げる財産以外の財産を「消費税課税財産」、同表に 

  掲げる財産を「消費税非課税財産」と「課税財産」の双方を含む財産を「消費税混在財産」 

  といいます。 

   具体的には、建物が課税財産、土地が非課税財産、土地付建物が混在財産に当たります。  
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３ 売却をする財産の買受申込要領 

 (1) 買受申込時の注意事項 

  ア 公売の中止 

    「公売公告」及び「公売広報」に掲載されている公売財産は、公売直前に公売を中止 

   する場合がありますので、入札前に中止の有無をご確認ください。 

  イ 財産の調査・確認 

    公売財産の「見取図」は公図等により作成しておりますので、現況と異なる場合があ 

   ります。 

    なお、公売財産については、必ず事前に現地を確認し、関係公簿等の調査を行うほか、 

法令等に基づく規制や諸条件等について、建築指導課等関係機関へ問い合わせる等の調 

査を行ってください。 

  ウ 危険負担の移転時期 

    買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに危険負担は移転します。 

    したがって、買受代金の全額納付後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損 

   害の負担は、買受人が負うことになります。 

  エ 権利移転の時期 

    買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。 

    ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転 

   の効果は生じません。 

   (ｱ) 農地の場合は、農業委員会又は都道府県知事等の許可 

   (ｲ) その他法令の規定による登録又は承認、若しくは許可 

  オ 契約不適合責任 

    本市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任を負いません。 

  カ 財産の引渡し 

    本市は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産の撤去、占有者等に対しての明 

   渡し請求、前所有者からの鍵の引渡しなどは、買受人が行うことになります。 

    また、公売財産が土地の場合、その境界については、買受人が隣接地所有者と協議し 

   てください。 

 

 (2) 入札時に必要なもの 

   入札当日は、次のものが必要になりますのでご持参ください。 

  ア 公売保証金（公売財産ごとに定めた金額） 

  イ 身分証明書 

    本人と確認できるマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等写真付きの公的機 

   関発行の証明書 

    法人の場合は、登記事項証明書（商業・法人登記）も併せてお持ちください。 

  ウ 売却財産が農地等である場合には、農業委員会から交付を受けた買受適格証明書 

エ 陳述書（様式第７） 

   (ｱ) 本人（法人の場合はその代表者）が暴力団員等ではない旨を陳述しなければ、入札 

    等をすることができません。 
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   (ｲ) 他者から資金の提供を受けて、その他者のために入札に参加する場合は、別紙「自 

    己の計算において買受けの申出をさせようとする者（（法人）の役員）に関する事項」 

    を提出してください。 

   (ｳ) 法定代理人（未成年者の親など）がいる場合は、法定代理人全員分の陳述書を提出 

    してください。 

   (ｴ) 共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書を提出してください。 

   (ｵ) 陳述書に虚偽の陳述をした者は、法令により６月以下の懲役又は５０万円以下の罰 

    金に処せられます。 

  オ 免許（許可）証の写し 

    宅地建物取引業者又は債権管理回収業の営業許可を受けている方は、その免許証又は 

   許可証の写しを提出してください。 

  カ 委任状（様式第２） 

   (ｱ) 代理人が入札する場合は、委任者の印鑑登録証明書を添付してください。 

   (ｲ) 法人の代表権限を有しない方（従業員など）がその法人のために入札する場合は、 

    法人の印鑑証明書及び登記事項証明書（商業・法人登記）を添付してください。 

  キ 共同入札代表者の届出書（様式第３） 

    共同買受申込をされる場合は、届出書に代表者以外の共同入札者の実印を押印し、印 

   鑑登録証明書、代表者以外の共同入札者からの委任状を添付してください。 

  ク 収入印紙（２００円） 

    入札者が営利法人又は個人で不動産業を営む者の場合、公売保証金の返還を受ける際、 

領収書に収入印紙（２００円分）を貼付する必要があります。 

 

 (3) 買受人の制限 

      公売には、原則として定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することが 

  できます。ただし、次に該当する方は、買受申込みをすることはできません。 

  ア 買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売参加者の制限（国税徴収法第１０８条）等 

   の規定に該当する者 

  イ 売却財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの 

   資格等を有しない者 

  ウ 暴力団員等に該当しないこと等の陳述をしない者（国税徴収法第９９条の２） 

 

 (4) 入札 

  ア 公売財産は「売却区分番号」で整理されていますので、入札書及び陳述書は「売却区 

   分番号」ごとに作成してください。 

  イ 入札書及び陳述書には、個人にあっては住民登録上の住所・氏名を、法人にあっては 

   登記上の所在地・商号・代表者の職氏名を記載してください。なお、入札書は、字体を 

   鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな 

   入札書を使用してください。記載に不備があると、入札が無効になる場合があります。 

  ウ 入札時点で陳述書の提出がない場合、入札が無効となります。 

  エ 入札箱に投函した入札書は、入札時間内であっても書換え若しくは取替え又は入札の 
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   撤回はできません。 

  オ 同一人が同一の売却区分番号の物件について、２枚以上の入札書を提出すると、その 

   入札書はいずれも無効となります。 

  カ 代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状等を提出してくだ 

   さい。 

  キ 複数人が共同して入札する場合は、入札に先立って共同入札代表者の届出書等を提出 

   してください。 

  ク 電話や郵送による入札はできません。 

  ケ 入札の執行に当たり、入札執行官の指示に従わない場合、退室を命ずることがありま 

   す。 

 

 (5) 公売保証金の納付 

   公売保証金の納付は、入札説明開始時刻(１０時２０分)までに納付してください。 

   公売保証金の納付が確認できなければ入札できません。 

   なお、公売保証金は現金又は銀行振出小切手で公売日に会場で納付してください。 

 

 (6) 開札の方法 

   開札は、入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいな 

  いときは、公売事務を担当していない職員を立ち合わせて開札します。 

 

 (7) 最高価申込者の決定 

   最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の入札価額の欄に記載 

  された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額による入札者に対して行います。 

 

 (8) 次順位買受申込者の決定 

   公売財産の売却区分番号ごとに、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（入札価額が 

  見積価額以上で、かつ、最高価申込者の入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上 

  であるもの）による入札者から、次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次 

  順位買受申込者とします。 

   なお、次順位買受申込者が２名以上いるときは、「くじ」で決定します。 

 

 (9) 再度入札 

   開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。 

 

 (10) 追加入札 

   開札の結果、最高価申込者となるべき者が２名以上いる場合は、その入札者の間で追加 

  入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。 

  ア 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。 

  イ 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額 

   に満たない場合は、その後２年間は公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所 
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   から退場させ、入札させないことがあります。 

 

 (11) 公売保証金の返還 

   最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、入札終了後直ちに返還し 

  ます。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返 

  還します。 

  ア 公売保証金の返還を受ける者は、公売保証金返還金領収証書を提示して請求してくだ 

   さい。 

  イ 公売保証金の返還を受ける者が、営利法人又は不動産業者等である個人の場合は、収 

   入印紙（２００円）が必要です。 

  ウ 最高価申込者等が暴力団員等に該当すると認められ、その決定を取り消した場合は、 

   その者の納付した公売保証金は返還します。 

 

 (12) 最高価申込者又は次順位買受申込者の決定の取消し 

   最高価申込者及び次順位買受申込者（法人の場合はその役員全員）の身元の調査を鹿児 

  島県警察本部に嘱託（国税徴収法第１０６条の２）した結果、その対象者が暴力団員等で 

  あることが明らかになった場合は、最高価申込者又は次順位買受申込者の決定を取り消し 

  ます。 

 

 (13) 売却決定及び売却決定金額 

   売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。 

   なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第１１３条第２項各号に掲げ 

  る日に行います。 

   売却決定金額は、最高価申込者に係る入札価額をもって決定します。 

 

 (14) 買受代金の納付 

   買受人は売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに買受代金の全額を現 

  金又は銀行振出小切手で納付してください。具体的な手続等は、入札終了後に説明します。 

 

 (15) 権利移転に伴う費用 

   公売財産の権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税等）は、買受人の負担とな 

  ります。 

 

 (16) 権利移転の手続き 

   買受人は、買受代金の納付後速やかに鹿児島市長に対し権利移転登記の請求を行ってく 

  ださい。その際、次のものを添付してください。 

   なお、売却財産が農地等である場合には、農業委員会の発行する買受適格証明書又は都 

  道府県知事等の発行する権利移転の許可書若しくは届出受理書が必要です。 

  ア 固定資産評価証明書 

  イ 個人の場合は住民票抄本、法人の場合は登記事項証明書（商業・法人登記） 
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  ウ 登録免許税の納付領収証又は印紙   

 

 (17) 売却決定等の取消し 

   以下の場合は、その売却決定等を取り消します。 

  ア 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金（市税等） 

   について完納の事実が証明されたとき 

  イ 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき 

  ウ 国税徴収法第１０８条第２項の規定に該当したとき 

 

 (18) 買受申込等の取消し 

   売却決定された後であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行が停止される場合が 

  あります。この場合、停止されている間は、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買 

  受人は買受申込を取り消すことができます。 

 

 (19) 公売保証金の帰属等 

   買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消され 

  た場合は、その者の納付した公売保証金は、公売に係る市税等に充て、なお残余があると 

  きは、これを滞納者に交付します。 

   また、国税徴収法第１０８条第２項の規定による処分を受けた者の納付した公売保証金 

  は、本市に帰属します。 

  

(20) 小切手による納付 

公売保証金及び買受代金として、現金と同様に納めることができる小切手は、銀行振出 

小切手だけです。この小切手は、金融機関が自己を支払人として振り出すもので、通常振 

出人、支払人とも同一金融機関です。 

 

銀行振出小切手（見本） 

 

（注）①振出人、支払人とも同一金融機関であること。 

         ②持参人又は無記名であること。 

         ③振出日は入札日から７日以内であること。 

         ④全国手形電子交換所加盟店のものであること。 

         ⑤線引きされていない小切手であること。 

ＡＡ０１２３４

 支払地  〇〇市
  （株）○○銀行○○支店

上記の金額をこの小切手と引替に持参人へお支払いください。
振 出 日 令和  年  月  日
振 出 地 〇〇市

  （株）○○銀行○○支店
       支店長 〇〇 〇〇 印

全国 １２３４
１２３４−５６７

小 切 手

\１，０００，０００※

7



４ 公売日の入札手順 

   入札受付時間     ９時３０分から１０時２０分 

   受付審査時間     ９時３５分から１０時２０分 

   公売保証金の納付   １０時２０分まで 

   入札説明の開始    １０時２０分 

   入札開始       １０時３０分 

   入札締切       １０時４０分 

   開札         １０時４１分 

 

   ※開札後、最高価申込者及び次順位買受申込者の決定を行います。 

   ※入札終了後、代金の納付方法や権利移転に必要な手続きの説明行います。 
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売却区分番号 １ 

見積価額 ３，４３２，０００円 

消費税混在財産 

公売保証金 ３５０，０００円 

財産の表示 

 １ 所  在  鹿児島市大明丘二丁目 

   地  番  １７３９番１８ 

   地  目  宅地 

   地  積  １２８．８６㎡ 

 

 ２ 所  在  鹿児島市大明丘二丁目 

   地  番  １７３９番１９ 

   地  目  公衆用道路 

   地  積  ９２㎡ 

        （持分６分の１） 

 

 ３ 所  在  鹿児島市大明丘二丁目 １７３９番地１８ 

   家屋番号  １７３９番１８ 

   種  類  居宅 

   構  造  木造セメント瓦葺２階建 

   床 面 積  １階 ５７．９６㎡ 

         ２階 ２３．１８㎡ 

 以上、登記簿による表示 

物件写真 

 

 

南東方から撮影 
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北西方から撮影 

 

 

 

財産２（公衆用道路）を南西方から撮影 

 

 

※物件写真は、令和６年８月に撮影したものです。
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売却区分番号 １  

公法上の規制 

鹿児島都市計画区域、市街化区域（居住誘導区域）、 

第一種低層住居専用地域、建築基準法第２２条指定地域、 

宅地造成工事規制区域、屋外広告物規制地域（第２種禁止地域）、 

土砂災害警戒区域（敷地の一部）、指定建ぺい率５０パーセント、 

指定容積率８０パーセント 

接道状況 
南西側で幅員約４メートルの私道に、北西側で幅員約４メートルの共用

私道にそれぞれ約０．３から１．４メートル高く接面 

地盤・地勢 間口約１０メートル、奥行約１５メートルの台形地 

日照・通風 普通 

危険・嫌悪施設 無し 

供給処理施設 

上水道 接面道路配管あり  

下水道 接面道路配管あり  

ガス配管 あり 

使用状況等 

１ 対象物件１は対象物件３の敷地として使用されています。 

２ 対象物件３は昭和５４年新築で、居宅として使用されていましたが、 

令和６年１０月現在、居宅その他として使用されていません。 

特記事項 

１ 当該地は、新たに建物を建てる場合には、がけ規制の対象となるお 

それがあります。 

２ 対象物件３は、外壁一部の剥離・亀裂、室内で雨漏り跡等が確認さ 

れ、建物の劣化がみられます。 

住居表示等 鹿児島市大明丘二丁目２３番１号 

最寄駅等 
ＪＲ鹿児島駅 約４．５キロメートル 

大明ヶ丘中央バス停 約３００メートル 

その他事項 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 

留意事項 

公売は、現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご

理解のうえ、公売へご参加ください。 

１ 公売財産については、必ず事前に現地を確認し、関係公簿等の調査 

を行うほか、法令等に基づく規制や諸条件等について、建築指導課等 

関係機関等へ問い合わせる等の調査を行ってください。 

２ 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、本市 

 は、担保責任を負いません。 

３ 本市は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に 

 対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などは全て買 

 受人の責任において行うことになります。 

４ 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路（私道）の利用に 

 ついては道路所有者とそれぞれ協議してください。 

５ 土壌汚染や石綿（アスベスト）などに関する専門的な調査は行って 

 おりません。 

６ 売却区分番号内に複数の財産（財産が一つで所有者を異にする場合 

 を含む。）があるものについては、国税徴収法第８９条第３項の規定 

 に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 

※「物件の概要」「使用状況等」は令和６年１０月時点のもので、現況が変動している場合が

あります。 
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売却区分番号 １  

 

【位置図（詳細）1/2500】

 

 

【位置図（広域）1/5000】 

 

 

※位置図は「かごしま i マップ」を複製したものです。 

対象物件 

対象物件 
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売却区分番号 １  

【見取図】 

 

 

 

 

対象物件 
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売却区分番号 １  

【地積測量図】 

 

 

【建物図面 各階平面図】 
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売却区分番号 １  

【建物図面 各階平面図】 
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６ 様式及び記入例 

 

 (1) 委任状（様式第２）  

 

 (2) 共同入札代表者の届出書（様式第３）  

 

 (3) 共同入札代表者の届出書（様式第３）記入例  

 

 (4) 入札書（様式第６）記入例  

 

 (5) 陳述書（様式第７等） 

 

 (6) 陳述書（様式第７等）記入例  
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様式第２ 

 

委 任 状 

 

  年   月   日 

 

鹿児島市長  様 

 

委任者 

 住所又は所在 

 

 氏名又は商号（名称） 

 代表者職氏名                 ㊞ 

 

 電話   （    ）     ― 

 

私は、下記の者を代理人と定め、以下の権限を委任します。 

 

 

記 
 

受任者 

 住所又は所在 

 

 氏名又は商号（名称）                

 代表者職氏名 

 

 電話   （    ）     ― 

 

委任事項 

令和７年２月５日の不動産公売に関する次の事項  

 １ 公売保証金の納付の権限 

 ２ 入札書の提出の権限 

 ３ 公売保証金の返還に係る受領の権限 

 ４ 上記１から３に附帯する一切の権限 

（注）ア 委任者の印鑑（登録）証明書を添付してください。 

   イ 委任者の印は、印鑑（登録）証明書の印と同じものを押印してください。 

   ウ 委任者が法人の場合は、商号（名称）欄に法人名・代表者の資格及び代表者名を 

    必ず併記してください。 

   エ 共同入札をする場合で代表者が入札する場合は、共同入札者全員からその代表者 

    に対する委任状が必要です。また、共同入札をする場合で代理人が入札する場合は、 

    代表者から代理人に対する委任状も必要です。 
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様式第３

年 月 日

鹿　児　島　市　長　　殿

号

１

２

３

4

告 示 第

（　　　 　）

　令和７年２月５日の不動産公売において、次の公売財産の入札に当たり、共同入札者全員を代表し

入札手続等を行う者（入札書等の提出者、公売保証金及び買受代金の領収証書の宛名となる者等）とし

分の

分の

（　　　 　）

（　　　 　）

分の

（　　　 　）

（　　　 　）

分の

（　　　 　）

共同入札代表者の届出書

住所又は所在 氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

フ　　リ　　ガ　　ナ

持分 連絡先

（　　　 　）

分の

分の

分の

共同入札者全員分の暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を必ず添付してください。

また、公売財産の持分についても、事前に入札者間で決定のうえ、必ず記載してください。

委任状を添付してください。

共
　
　
同
　
　
入
　
　
札
　
　
者

公
売
財
産

共
同
入
札
代
表
者

売却区分番号

住所又は所在
1445

印鑑

氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

フ　　リ　　ガ　　ナ

て、次のとおり共同入札代表者を定めたので届けます。

共同入札代表者以外の共同入札者は、実印を押印のうえ、印鑑登録証明書及び共同入札代表者に対する

共同入札者が８名以上の場合は、記載できない共同入札者全員を別紙に記載してください。

この届出書は、入札を行う売却区分ごとに、それぞれ作成してください。

共同入札者欄には、共同入札者全員を記載してください。

（注意事項）

令 和 6 年 11 月 28 日
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様式第３

年 月 日

鹿児島市長　　様

　　　　年　　月　　日の不動産公売において、次の公売財産の入札に当たり、共同入札者全員を代表し

入札手続等を行う者（入札書等の提出者、公売保証金及び買受代金の領収証書の宛名となる者等）として、

次のとおり共同入札代表者を定めたので届けます。

号

１

２

３

委任状を添付してください。

4

共同入札者が８名以上の場合は、記載できない共同入札者全員を別紙に記載してください。

この届出書は、入札を行う売却区分ごとに、それぞれ作成してください。

共同入札者欄には、共同入札者全員を記載してください。

（注意事項）

令 和 6 年 11 月 28 日

告 示第

印鑑

本
館

別
館共

　
　
同
　
　
入
　
　
札
　
　
者

公
売
財
産

共
同
入
札
代
表
者

売却区分番号

住所又は所在
1445

本館　太郎

1

共同入札者全員分の暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を必ず添付してください。

また、公売財産の持分についても、事前に入札者間で決定のうえ、必ず記載してください。

本館　太郎
鹿児島市山下町１１番１号

氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

フ　　リ　　ガ　　ナ

共同入札代表者以外の共同入札者は、実印を押印のうえ、印鑑登録証明書及び共同入札代表者に対する

ホンカン　タロウ

分の

鹿児島市山下町１０番３０号

ベッカン　ハナコ

分の

ホンカン　タロウ

２分の１

別館　花子
２分の１

（０９９）

共同入札代表者の届出書

鹿児島市山下町１１番１号

住所又は所在 氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

フ　　リ　　ガ　　ナ

持分 連絡先

２２４－
１１１１

（０９９）

２１６－
１１９５

（　　　 　）

分の

（　　　 　）

（　　　 　）

（　　　 　）

分の

分の

（　　　 　）

記入例

※注意
下記注意事項を参
照ください。

共同入札者の中から、代表者
になる方を定めてください。

入札希望の売却区分番号を記載してください。
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鹿　児　島　市　長　　殿

令和 年 月 日付け告示第　　　　号に基づいて、下記のとおり入札します。

買受人となった場合の適格請求書（インボイス）の交付希望
（希望するときは、左の□内にチェックを入れてください。）

10 　適格請求書が交付できる財産については、公売公告に適格請求書を交付できる旨の記　
載がありますので、当該記載がない場合には、上記のチェックを入れても適格請求書は交
付できません。

□ しない。 氏名又は商号（名称）

の入札書も無効なものとなります。

＜入札時は、ここから下は、何も記載しないでください。＞

次順位による買い受けの申し込みを、

□ する。 住所又は所在

（注意事項）

７
８
９ 一度提出した入札書の引換え、変更又は取消しはできません。

また、同一人が同一の公売財産に対し２枚以上の入札書を提出した場合には、いずれ

数人が共同して入札する場合は、入札に先立って共同入札手続等に関する代表者を
定め、共同入札代表者の届出書を提出のうえ、この入札書に入札書別紙（共同入札用）

１

入札者

代理人

住所又は所在

フリガナ

氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

連絡先

住所又は所在

連絡先

フリガナ

氏名又は商号（名称）
代表者職氏名

□ 最高価  決定日

□ 次順位    　　 年　　 月　 　日

入　　　　　札　　　　　書

令和　　年　　月　　日

売却区分番号

鹿児島市山下町１１番１号

課長 係長 係

ホンカン　タロウ

本館　太郎

（　　０９９　　）　２２４　　　　―　１１１１

百 十

（　　　　　　　）　　　　　　　　―　　　　　

円

入　　　　　札　　　　　価　　　　　額

3 4 5

十万 万 千

代理人が入札する場合は、入札に先立って委任状を提出してください。

6

千万 百万

7 81 ￥ 2

５

様式第６

「￥」を付けてください。

入札書は売却区分ごとに、それぞれ作成してください。
２ 字体は鮮明に、インクまたはボールペンで書いてください。
３ 暴力団員等に該当しない旨の陳述書等は入札に先立って必ず提出してください。
４

書き損じた場合は、訂正をしないで、新たな入札書用紙を請求して書き直してください。
架空の名義または他人の名義を使用しないでください。

を添付してください。
６ 入札価額は、アラビア数字で記載してください。また、入札価額の頭部には「金」または

①入札者の住所（所在）、氏名（商号等）、

フリガナ、連絡先を記載してください。

③入札価額の頭部には、「金」または
「￥」を付けてください。

記入例
※入札書は公売保証金の納付確認後に

お渡しします。

②入札希望の番号を記入
してください。

20



※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

注　　　意

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（個人）本人用）

様式第７

売却区分番号

陳　述

　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

□

令和6年11月28日
号

公売財産

□ 　私は、暴力団員ではありません。

□
　私は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買受けの申出をする
者ではありません。

　
　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

性　　別

生年月日

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　　　年　　　月　　　日

本
人

　□　男性　　　□　女性

買
受
申
出
人

（
個
人

）

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

告示第 1445

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が個人の場合のものです。法人の場合は、法人用の用紙を用いてください。

　　また、買受申出人に法定代理人がある場合（未成年の親権者など）は、買受申出人（個人）法定代理人用の用

　紙を用いてください。

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

６　陳述書は、入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入札が無効となります。

７　氏名、住所、性別及び生年月日は、正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合

　があります。
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※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

　本人は、暴力団員ではありません。

□
　本人は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買受けの申出をす
る者ではありません。

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（個人）法定代理人用）

公売財産

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

陳　　述

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　　　年　　　月　　　日

□
　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

□

法
定

代
理
人

買
受
申
出
人

（
個
人

）

本
人

住　　所

氏　　名

（フリガナ）

1445

注　　　意

様式第７の２

氏　　名

６　陳述書は、代理権を証する文書を添付したうえで入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

７　氏名、住所、性別及び生年月日は、正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合

　があります。

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が個人で法定代理人（未成年者の親権者など）がある場合のものです。法定代理人が複

　数いる場合には、法定代理人全員の記名押印が必要です。

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

令和6年11月28日
売却区分番号

告示第 号

　札が無効となります。
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※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が法人の場合のものです。個人の場合は、個人用の用紙を用いてください。

代表者職氏名

別紙「買受申出人（法人）の役員に関する事項」のとおり

注　　　意

役員

　当法人（その役員）は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買受
けの申出をする者ではありません。

□ 　当法人（その役員）は、暴力団員ではありません。

法人の名称（商号）

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　　　年　　　月　　　日

買
受
申
出
人

（
法
人

）

代
表
者

法人の所在地

（フリガナ）

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（法人）代表者用）

公売財産

様式第７の３

1445
令和6年11月28日

売却区分番号
告示第 号

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

陳　　述

□
　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

□

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

６　陳述書は、入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入札が無効となります。

７　法人の所在地、名称（商号）及び代表者職氏名は、資格証明書（代表者事項証明、全部事項証明等）のとおり、

　正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合があります。

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　

〒　

〒　

〒　

注　　　意

4

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

3

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

様式第７の３（別紙）

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

1

□代表者

買受申出人（法人）の役員に関する事項

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

１　買受申出人が法人の場合は、本書面の提出が必要です。提出がない場合、入札が無効となります。

２　役員全員（代表者を含む）の氏名、住所、生年月日及び性別を正確に記載してください。記載に不備がある場

　合、入札が無効となる場合があります。

性　　別 　□　男性　　　□　女性

2

３　役員の氏名、住所、性別及び生年月日などを証明する文書（住民票等）の添付は不要です。

４　役員が５人以上の場合は、本用紙を複数枚用いてください。

５　提出後の本書面の訂正や追完はできません。
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　

〒　

氏　　名
□個人

生年月日

性　　別

　正確に記載してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合があります。

３　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が法人である場合は、別紙「自己の計算において買受け

　の申出をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」の添付が必要です。法人の名称及び所在地は、資格証

別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（法人）の役員
に関する事項」のとおり

法人の所在地

法人の名称（商号）

　
　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

　□　男性　　　□　女性

注　　　意

□法人

役員

　明書（代表者事項証明、全部事項証明等）のとおり、正確に記載してください。記載に不備がある場合、入札が

１　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者がいる場合は、本書面の提出が必要です（複数いる場合

　は、本用紙を複数枚用いてください。）。提出がない場合、入札が無効となります。

２　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が個人の場合は、その氏名、住所、生年月日及び性別を

様式第７の１の１

自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

住　　所

（フリガナ）

　無効となる場合があります。

４　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合は、そ

　の免許を受けていることを証明する文書の写しを提出してください。

５　提出後の本書面及び添付書類の訂正や追完はできません。  
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　

〒　

〒　

〒　

性　　別

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　□　男性　　　□　女性

4

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日

注　　　　　意

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

3

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

　□　男性　　　□　女性

（フリガナ）

氏　　名

性　　別

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

□代表者

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

2

住　　所

様式第７の２の２

自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（法人）の役員に関する事項

1

住　　所

（フリガナ）

５　提出後の本書面の訂正や追完はできません。  

１　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が法人の場合は、本書面の提出が必要です。

　提出がない場合、入札が無効となります。

２　役員全員（代表者を含む）の氏名、住所、生年月日及び性別を正確に記載してください。記載に不備がある場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　役員の氏名、住所、生年月日及び性別などを証明する文書（住民票等）の添付は不要です。

４　役員が５人以上の場合は、本用紙を複数枚用いてください。

氏　　名
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※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　892-8677

鹿児島市山下町１１番１号

ホンカン　タロウ

本館　太郎

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

1

６　陳述書は、入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入札が無効となります。

７　氏名、住所、性別及び生年月日は、正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合

　があります。

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が個人の場合のものです。法人の場合は、法人用の用紙を用いてください。

　　また、買受申出人に法定代理人がある場合（未成年の親権者など）は、買受申出人（個人）法定代理人用の用

　紙を用いてください。

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

告示第 1445

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　年　　月　　日

本
人

　☑　男性　　　□　女性

買
受
申
出
人

（
個
人

） 　
　　　　　昭和　４８　年　　　１２　月　　　　２３　日

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

性　　別

生年月日

令和6年11月28日
号

公売財産

□ 　私は、暴力団員ではありません。

□
　私は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買受けの申出をする
者ではありません。

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（個人）本人用）

様式第７

売却区分番号

陳　述

　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

□

注　　　意

記入例
※個人が入札する場合は、本書面を記入のうえ提出し
てください。なお、委任状を持参の代理人が入札する
場合は、代理人の陳述書の提出は不要です。

①入札希望の番号を記入し
てください。

②陳述書の作成日を記入して
ください。

③入札者の住所、フリ
ガナ、氏名、生年月日
を記入のうえ、性別の
□にチェックを入れて
ください。
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※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　892-8677

鹿児島市山下町１０番３０号

ベッカン　ハナコ

別館　花子

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

令和6年11月28日
売却区分番号 1

告示第 号

６　陳述書は、代理権を証する文書を添付したうえで入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入

　札が無効となります。

７　氏名、住所、性別及び生年月日は、正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合

　があります。

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が個人で法定代理人（未成年者の親権者など）がある場合のものです。法定代理人が複

　数いる場合には、法定代理人全員の記名押印が必要です。

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

親権者　父　別館　一郎
親権者　母　別館　尚子

1445

注　　　意

様式第７の２

氏　　名
法
定

代
理
人

本
人

住　　所

氏　　名

性　　別 　□　男性　　　☑　女性

生年月日
　
　　　　　平成　１５　年　　　　２　月　　　　１１　日

陳　　述

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　年　　月　　日

□
　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

（フリガナ）

□ 　本人は、暴力団員ではありません。

□
　本人は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買受けの申出を
する者ではありません。

買
受
申
出
人

（
個
人

）

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（個人）法定代理人用）

公売財産

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

※未成年などの法定代理人のいる個人が入札
する場合は、法定代理人全員分（併記可）の
本書面を記入のうえ提出してください。

記入例

①入札希望の番号を記入し
てください。

②陳述書の作成日を記入し
てください。

③入札者の住所、フリ
ガナ、氏名、生年月日
を記入のうえ、性別の
□にチェックを入れて
ください。

④法定代理人の氏名、
入札者との関係性等を
記入してください。
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※該当する□にチェックを入れてください。

鹿児島市長　　様

〒　892-8677

鹿児島市山下町１１番１号

　　　　　　　コウバイ　フドウ

代表取締役　公売　不動

　（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３３４条、第３３５条、第３７６条その他の規定による。）

９　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようと

　する者をいいます。）がある場合は、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

　」の添付が必要です。

１０　提出後の陳述書及び添付書類（別紙を含む）の訂正や追完はできません。

１１　虚偽の陳述をした場合には、６月以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

令和6年11月28日
売却区分番号 1

告示第 号

１　陳述書は、一括売却される物件を除き、物件ごとに別の用紙を用いてください（鉛筆書き不可）。

陳　　述

□
　自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙「自己の計算において
買受けの申出をさせようとする者に関する事項」記載のとおりです。（注意書９参照）
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

□

1445

陳　　　　　述　　　　　書
（買受申出人（法人）代表者用）

公売財産

様式第７の３

　当法人（その役員）は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において買
受けの申出をする者ではありません。

□ 　当法人（その役員）は、暴力団員ではありません。

法人の名称（商号） 　株式会社　不動産公売

　　　　　　　　　　　　（陳述書作成日）　令和　年　　月　　日

買
受
申
出
人

（
法
人

）

代
表
者

法人の所在地

（フリガナ）

代表者職氏名

別紙「買受申出人（法人）の役員に関する事項」のとおり

注　　　意

役員

２　売却区分番号欄には、公告に記載された番号をそれぞれ記載してください。売却区分番号の記載が不十分な場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　本用紙は、買受申出人が法人の場合のものです。個人の場合は、個人用の用紙を用いてください。

４　共同入札の場合には、入札者ごとに陳述書及び添付書類を提出してください。

５　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

　６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

６　陳述書は、入札に先立って必ず提出してください。提出がない場合、入札が無効となります。

７　法人の所在地、名称（商号）及び代表者職氏名は、資格証明書（代表者事項証明、全部事項証明等）のとおり、

　正確に記入してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合があります。

８　買受申出人が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合には、その免許を受けていることを証明する文書

　の写しを提出してください。

※法人が入札する場合は、本書面を記入のうえ提出
してください。なお、委任状を持参の代理人が入札
する場合は、代理人の陳述書の提出は不要です。

記入例

②陳述書の作成日を記
入してください。

③入札者である法人
の所在地、名称（商
号）、代表者のフリ
ガナ、氏名を記入し
てください。

①入札希望の番号を記入し
てください。
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　892-8677

コウバイ　フドウ

〒　892-8677

ヒガシベッカン　ジロウ

様式第７の３（別紙）

３　役員の氏名、住所、性別及び生年月日などを証明する文書（住民票等）の添付は不要です。

４　役員が５人以上の場合は、本用紙を複数枚用いてください。

５　提出後の本書面の訂正や追完はできません。

１　買受申出人が法人の場合は、本書面の提出が必要です。提出がない場合、入札が無効となります。

２　役員全員（代表者を含む）の氏名、住所、生年月日及び性別を正確に記載してください。記載に不備がある場

　合、入札が無効となる場合があります。

鹿児島市山下町１１番１号

2

住　　所

住　　所

　☑　男性　　　□　女性性　　別

（フリガナ）

氏　　名 公売　不動

1

□代表者

買受申出人（法人）の役員に関する事項

生年月日
　
　　　昭和　　３６　年　　　　　５　月　　　　　３　日

（フリガナ）

氏　　名

鹿児島市山下町１１番１号

東別館　次郎

性　　別 　☑　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　昭和　　４１　年　　　　１１　月　　　　　３　日

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

3

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

性　　別 　□　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

4

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

注　　　意

記入例
※法人が入札する場合は、本書面を記入のうえ提出
してください。また、商業登記簿を添付してくださ
い。

①入札者である法人の代
表者の住所、フリガナ、
氏名、生年月日を記入の
うえ、性別及び代表者に
チェックを入れてくださ
い。

②入札者である法人の役
員全員の住所、フリガナ、
氏名、生年月日を記入の
うえ、性別にチェックを
入れてください。なお、
役員が５人以上の場合は、
本書面を複数枚使用して
ください。
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　892-8677

ヒガシベッカン　ジロウ

〒　892-8677

　無効となる場合があります。

４　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が宅地建物取引業者又は債権管理回収業者の場合は、そ

　の免許を受けていることを証明する文書の写しを提出してください。

５　提出後の本書面及び添付書類の訂正や追完はできません。  

　の申出をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」の添付が必要です。法人の名称及び所在地は、資格証

　明書（代表者事項証明、全部事項証明等）のとおり、正確に記載してください。記載に不備がある場合、入札が

自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項

住　　所

（フリガナ）

　正確に記載してください。記載に不備がある場合、入札が無効となる場合があります。

□個人

生年月日
　
　　　昭和　　４１　年　　　　１１　月　　　　　３　日

鹿児島市山下町１１番１号

法人の名称（商号）

東別館　次郎

１　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者がいる場合は、本書面の提出が必要です（複数いる場合

　は、本用紙を複数枚用いてください。）。提出がない場合、入札が無効となります。

氏　　名

法人の所在地 鹿児島市山下町１１番１号

様式第７の１の１

　☑　男性　　　□　女性

　　　株式会社　不動産公売

注　　　意

□法人

役員

性　　別

別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（法人）の役
員に関する事項」のとおり

２　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が個人の場合は、その氏名、住所、生年月日及び性別を

３　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が法人である場合は、別紙「自己の計算において買受け

記入例
※個人又は法人から資金の提供を受けて、その個
人又は法人のために入札する場合は、本書面を記
入のうえ提出してください。

①資金の提供元である個
人の住所、フリガナ、氏
名、生年月日を記入のう
え、性別及び個人に
チェックを入れてくださ
い。
なお、提供元が法人であ
る場合は記入しないでく
ださい。

①資金の提供元である法
人の所在地及び名称（商
号）を記入のうえ、法人
にチェックを入れてくだ
さい。
なお、その提供元が個人
の場合は記入しないでく
ださい。
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※該当する□にチェックを入れてください。

〒　892-8677

コウバイ　フドウ

〒　892-8677

ヒガシベッカン　ジロウ

公売　不動

住　　所

５　提出後の本書面の訂正や追完はできません。  

１　自己の計算において買受けの申出をさせようとする者が法人の場合は、本書面の提出が必要です。

　提出がない場合、入札が無効となります。

２　役員全員（代表者を含む）の氏名、住所、生年月日及び性別を正確に記載してください。記載に不備がある場

　合、入札が無効となる場合があります。

３　役員の氏名、住所、生年月日及び性別などを証明する文書（住民票等）の添付は不要です。

４　役員が５人以上の場合は、本用紙を複数枚用いてください。

鹿児島市山下町１１番１号

☑代表者

性　　別

生年月日

2

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

性　　別

（フリガナ）

性　　別 　☑　男性　　　□　女性

生年月日
　
　　　昭和　　４１　年　　　　１１　月　　　　　３　日

氏　　名

注　　　　　意

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

3

住　　所

（フリガナ）

氏　　名

生年月日
　
　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

生年月日

様式第７の２の２

自己の計算において買受けの申出をさせようとする者（法人）の役員に関する事項

1

　
　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

4

鹿児島市山下町１１番１号

東別館　次郎

　□　男性　　　□　女性

　☑　男性　　　□　女性

　
　　　昭和　　３６　年　　　　　５　月　　　　　３　日

　□　男性　　　□　女性

性　　別

記入例
※法人から資金の提供を受けて、その法人のために入
札する場合は、本書面を記入のうえ提出してください。

①当該法人の代表者の住
所、フリガナ、氏名、生
年月日を記入のうえ、性
別及び代表者にチェック
を入れてください。

②当該法人の役員全員の
住所、フリガナ、氏名、
生年月日を記入のうえ、
性別にチェックを入れて
ください。なお、役員が
５人以上の場合は、本書
面を複数枚使用してくだ
さい。
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７ 関係法令（一部抜粋） 

 

  ●国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号） 

 

（買受人の制限） 

第９２条  滞納者は、換価の目的となつた自己の財産（第２４条第３項（譲渡担保財産に対す 

 る執行）の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。）を、直接であると間接であるとを問わ 

 ず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に 

 関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。 

 

（暴力団員等に該当しないこと等の陳述） 

第９９条の２ 公売財産（不動産に限る。以下この条、第１０６条の２（調査の嘱託）及び第 

 １０８条第５項（公売実施の適正化のための措置）において「公売不動産」という。）の入札 

 等をしようとする者（その者が法人である場合には、その代表者）は、税務署長に対し、次 

 のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をする 

 ことができない。 

 一 公売不動産の入札等をしようとする者（その者が法人である場合には、その役員）が暴 

  力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

  条第６号（定義）に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員で 

  なくなつた日から５年を経過しない者（次号、第１０６条の２及び第１０８条第５項にお 

  いて「暴力団員等」という。）であること。 

 二 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者（その者が法人である 

  場合には、その役員）が暴力団員等であること。 

 

（調査の嘱託） 

第１０６条の２ 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等（その者が法人である場合には、 

 その役員。以下この項において同じ。）が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査 

 をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不 

 動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省 

 令で定める場合は、この限りでない。 

２ 税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者がある 

 と認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者（その者が法人である場合には、そ 

 の役員。以下この項において同じ。）が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を 

 その税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動 

 産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省 

 令で定める場合は、この限りでない。 

 

（公売実施の適正化のための措置） 

第１０８条  税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、そ 

 の事実があつた後２年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、 
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 又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後２年を経過しない者を使用人その 

 他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同 

 様とする。 

 一 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買 

  受人の買受代金の納付を妨げた者 

 二 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者 

 三 偽りの名義で買受申込みをした者 

 四 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人 

 五 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者 

 六 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者 

２ 前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税 

 務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとす 

 る。 

３ 前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公 

 売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第１００条第６項（公売保証金の返還） 

 の規定は、適用しない。 

４ 税務署長は、第１項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関 

 する証明を求めることができる。 

５ 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売 

 不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申 

 込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 

 一 暴力団員等（公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。） 

 二 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの（公売不動産の入札等がさ 

  れた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。） 

 

（不動産等の売却決定）  

第１１３条  税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して７日を経 

 過した日（不動産を換価に付するときは、第１０６条の２（調査の嘱託）（第１０９条第４項 

 （随意契約による売却）において準用する場合を含む。）の規定による調査に通常要する日数 

 を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。）において最高価申込者に対 

 して売却決定を行う。 

２ 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当す 

 るときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を 

 行う。 

 一 税務署長が第１０８条第２項又は第５項（公売実施の適正化のための措置）の規定によ 

  り最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日 

 二 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期 

  日 

 三 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消し 

  をした日  
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 四 税務署長が第１１５条第４項（買受代金の納付の期限等）の規定により最高価申込者で 

  ある買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日 

 

（買受申込み等の取消し） 

第１１４条  換価に付した財産（以下「換価財産」という。）について最高価申込者等の決定 

 又は売却決定をした場合において、国税通則法第１０５条第１項ただし書（不服申立てがあ 

 つた場合の処分の制限）その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、 

 その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消 

 すことができる。  

 

第１８９条 第９９条の２（暴力団員等に該当しないこと等の陳述）（第１０９条第４項（随意 

 契約による売却）において準用する場合を含む。）の規定により陳述すべき事項について虚偽 

 の陳述をした者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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